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新潟市自転車利用走行空間ガイドラインの位置付け

はしる
走行空間
計画

とめる
駐輪計画

しくみ
放置自転車
対策

まもる
啓発活動
計画

新潟市自転車利用環境計画

本ガイドラインは、「新潟市自転車利用環境計画」の「はしる
走行空間計画」において、新潟市内の自転車走行空間の統一的な
整備を図るために策定したものである。

計画 対策 計画

新潟市自転車走行空間整備ガイドライン

H24.11 安全で快適な自転車利用環境創出ガ
イドライン（ 国土交通省・警察庁）

H24.12施行 公共交通及び自転車で移動しや
すく快適に歩けるまちづくり条例（新潟市）

H25.4施行 新潟市道路の構造の技術的基準
等に関する条例（新潟市）

・自転車通行空間の計画・設計方法について全国統一的に
とりまとめた。

・歩行者及び自転車の通行積雪地であることを考慮し路肩
幅を決定する
・自転車通行帯の設置

・これまでのマイカーによる移動をメインとする考え方か
ら，公共交通や自転車・徒歩を重視したまちづくりへと
舵をきり，持続可能な交通体系を構築していく。

※本ガイドラインは、今後得られる技術的な知見や法制度の改正等がある場合はその内容を踏まえ，順次改訂していく。
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経緯

新潟市自転車走行空間整備ガイドライン（案）

第1回推進委員会（H25.5.22）

第1回有識者懇談会（H25.9.3）

新潟市自転車利用走行空間整備ガイドライン（修正案）

必要に応じて、第2回推進委員会、第2回懇談会の意見を踏まえ修正
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第1回推進委員会の意見および有識者懇談会の意見を踏まえ、
修正した。以下に主な修正点を記す。

①物理的分離２万台の消去

②矢羽根の大きさは当面75cmを標準

主な修正内容

③路面表示は夜間・雨天対応を検討

④整備済み箇所の走り方の啓発方法（チラシ配布）

など

4



①物理的分離２万台の消去
 当初は、自動車の速度が50km/h以下でも自動車交通量が多い道路は、
自転車の安全かつ快適な通行に支障を及ぼすと考え、自動車の交通
量2万台/日以上を独自の基準として設けていた。

 第1回委員会の意見を踏まえ、物理的分離の基準の2万台を消去

2万台の記述を消去2万台の記述を消去
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②矢羽根の大きさは当面75cm（以上）を標準

1.6

 当初案では矢羽根型路面表示の幅を75cm（以上）で提案
 H25.9.3の有識者懇談会で複数の大きさの矢羽根型路面表示を設置し
た簡易実験を実施

 協議の結果、当面は75cm（以上）で運用し、現在、（一社）交通工
学研究会で検討中の内容を踏まえ、今後検討することとした。
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矢羽根型路面表示の大きさ 有識者懇談会の様子 6



③路面表示は夜間・雨天対応を検討
 第1回委員会の意見を踏まえ、路面表示の夜間・雨天時の対応を検討
 交差点部や狭窄部などは蛍光カラー舗装材を採用することとした。

 今後、試験的に蛍光カラー舗装材を行い検証していく。

晴天時 夜間雨天時
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④整備済み箇所の走り方の啓発方法
 第1回委員会の意見を踏まえ、整備済み箇所の啓発方法を検討
 自転車走行空間整備後に、整備箇所の走り方、自転車のルールに関するチラシを当
該区間を通行する自転車利用者や周辺地域住民に配布し自転車利用に関する意識を
高めていく。また、現地指導や交通安全教室、ホームページやＳＮＳを利用し啓発
活動をしていく。

（表面） （裏面）
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